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(57)【要約】
【課題】薄型表示装置において更なる狭額縁を可能にす
る技術を提供する。
【解決手段】液晶表示パネル７０は、パネル外枠シャー
シ５０と背面シャーシ６０及びパネルカバー４０とを備
える。パネルカバー４０は、パネルカバー本体４１と、
側面において露出する埃進入防止部４２とを備える。埃
進入防止部４２は外側に向けてビス収容凹部４３を形成
している。このビス収容凹部４３にビス９０の先端部分
が収容される。具体的な固定構造として、液晶表示装置
１０の側面部分の固定領域Ｘ１に示すように、外側から
内部側に向かって、バックカバー３０のバックカバー側
面３２、フロントカバー２０のロントカバー側面２２及
びシャーシ側面部５２が重なってビス９０によって固定
されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バックライトの背面を覆うバックライトカバーと、前記バックライトカバーを側面から
覆う形状を有するフロントカバーとを有する表示装置であって、
　前記バックライトカバーは前記バックライトの側面に延出して形成されており、
　前記フロントカバーと前記バックライトカバーとを前記バックライトの側面側において
ビスで固定する固定部を備えることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記フロントカバーと前記バックライトカバーとは側面において凹凸形状の嵌合構造を
備えることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記バックライトカバーは、表示パネルの背面シャーシと当接するリブを備えることを
特徴とする請求項１または２に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に係り、特にバックライトを備えた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、従来の液晶表示パネルの固定構造においては、液晶表示パネルの固定部分は
、ガラス基板などで構成されたパネルを支持するパネル枠の側部に形成された取付部を、
パネルカバーにビスで固定する構造となっている。
【０００３】
　図５及び図６に、従来構造の液晶表示装置４１０、５１０におけるパネル固定構造を示
す。図示のように、表示パネル４７０、５７０の固定構造においては、表示パネル４７０
、５７０を覆うフロントカバー４２０、５２０、バックカバー４３０、５３０をそれぞれ
ビス４９０、５９０で表示パネル４７０、５７０に固定、もしくは、バックカバー４３０
、５３０側からフロントカバー４２０、５２０及び表示パネル４７０、５７０をビス４９
０、５９０で共締めする方法で固定している。
【０００４】
　また、液晶表示パネルの固定構造については各種の構造が提案されている。例えば、表
示パネルを背面からフロントカバーにビス留めする技術が提案されている（例えば、特許
文献１参照）。また、パネル側面に板金・筐体を固定する技術が提案されている（例えば
、特許文献２参照）。さらにまた、リアフレーム側面に筐体を固定する技術が提案されて
いる（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１００８２号公報
【特許文献２】特開２００３－２９５７８９号公報
【特許文献３】特開２００８－２１６９３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、液晶テレビを代表とする薄型表示装置において狭額縁化の傾向が強くなって
いる。そのような中で、図５及び図６で示した固定方法では、カバーを固定するためのカ
バー側ボススペースの確保、フロント・バックカバー及びパネルをビスで共締めするため
のパネル取付部のスペースのため狭額縁の妨げとなるという課題があった。特許文献１～
３の技術についても同様の課題が残っており、改善の為の技術が求められていた。
【０００７】
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　本発明は以上のような状況に鑑みなされたものであって、上記課題を解決する技術を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、バックライトの背面を覆うバックライトカバーと、前記バックライトカバー
を側面から覆う形状を有するフロントカバーとを有する表示装置であって、前記バックラ
イトカバーは前記バックライトの側面に延出して形成されており、前記フロントカバーと
前記バックライトカバーとを前記バックライトの側面側においてビスで固定する固定部を
備える。
　また、前記フロントカバーと前記バックライトカバーとは側面において凹凸形状の嵌合
構造を備えてもよい。
　また、前記バックライトカバーは、表示パネルの背面シャーシと当接するリブを備えて
もよい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、薄型表示装置において更なる狭額縁を可能にする技術を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態に係る、液晶表示装置の断面図である。
【図２】第２の実施形態に係る、液晶表示装置の断面図である。
【図３】第３の実施形態に係る、液晶表示装置の断面図である。
【図４】第４の実施形態に係る、液晶表示装置の断面図である。
【図５】従来技術に係る、液晶表示装置の断面図である。
【図６】従来技術に係る、液晶表示装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　次に、本発明を実施するための形態（以下、単に「実施形態」という）を、図面を参照
して具体的に説明する。なお、以下では、バックライトを備える表示装置として液晶表示
装置を例示するがこれに限る趣旨ではない。
【００１２】
　＜第１の実施形態＞
　図１は本実施形態に係る液晶表示装置１０の概略構造を示す断面図であり、特に、液晶
表示装置１０の側面部分における液晶表示パネル７０、フロントカバー２０及びバックカ
バー３０の固定構造に着目して示した図である。なお、当該固定構造は、複数の箇所に設
けられている。
【００１３】
　図示のように、液晶表示パネル７０を前面側からフロントカバー２０が、背面側からバ
ックカバー３０が覆っている。フロントカバー２０は側面及びその近傍部分では液晶表示
パネル７０の側面近傍部分を覆っており、本実施形態では前面側を覆う部分（フロントカ
バー平面部２１）が非常に狭くなっている。
【００１４】
　そして、液晶表示装置１０において、フロントカバー２０、バックカバー３０及び液晶
表示パネル７０が側面側から一括固定される。このような構造を採用することで、従来に
おいてビス止め用ボス及びカバー固定用パネル板金のために必要とされたスペースを削除
する。
【００１５】
　液晶表示パネル７０は、表示パネル本体を収容しフロントカバー２０等と固定する構造
として、外枠として前面側のパネル外枠シャーシ５０と背面側の背面シャーシ６０及びそ
れら内部に収容し一部側面に露出するパネルカバー４０とを備える。
【００１６】



(4) JP 2014-16562 A 2014.1.30

10

20

30

40

50

　パネルカバー４０はパネルカバー本体４１と側面において露出する埃進入防止部４２と
を備える。埃進入防止部４２は外側に向けてビス収容凹部４３を形成している。このビス
収容凹部４３に後述するビス９０の先端部分が収容される。
【００１７】
　具体的な固定構造として、液晶表示装置１０の側面部分の固定領域Ｘ１に示すように、
外側から内部側に向かって、バックカバー３０のバックカバー側面３２、フロントカバー
２０のフロントカバー側面２２及びシャーシ側面部５２が重なってビス９０によって固定
されている。より具体的には、バックカバー側面３２、フロントカバー側面２２及びシャ
ーシ側面部５２には、それぞれ、ビス穴３３、２３、５３が形成されている。なお、バッ
クカバー３０のビス穴３３とフロントカバー２０のビス穴２３は、単なる貫通穴であって
ビス９０の直径より若干大きく形成されている。一方、パネル外枠シャーシ５０のビス穴
５３は螺刻されており、ビス９０が螺着するようになっている。
【００１８】
　そして、バックカバー側面３２、フロントカバー側面２２及びシャーシ側面部５２を所
定に重ねると、ビス穴３３、２３、５３が一致し、ビス９０を螺挿し固定することができ
る。
【００１９】
　このとき、フロントカバー２０とバックカバー３０との位置合わせを適切に行うために
、ビス穴２３、３３の側に凹凸嵌合構造が設けられている。つまり、フロントカバー平面
部２１に外側に向かって断面三角形状の仮固定用爪２４が形成されている。また、その仮
固定用爪２４が配置され嵌合される構造として、バックカバー側面３２の内面側に凹状の
爪係止凹部３４が形成されている。
【００２０】
　また、シャーシ側面部５２においてビス９０が螺挿されるビス穴５３の周囲は、内部側
に凸状になった円筒形状が形成されており、適切な螺挿が可能となっている。
【００２１】
　そして、ビス９０において、シャーシ側面部５２の周囲が円筒形状のビス穴５３から露
出している先端部分がビス収容凹部４３に収容されるようになっている。ここでは凹状の
形状は２段になっており、ビス９０の先端部分が収容される奥の空間が狭く、ビス穴５３
の周囲の円筒形状部分が収容される空間が広くなっている。その結果、ビス９０の先端部
分もビス穴５３の周囲の円筒形状部分もビス収容凹部４３の内壁面と接触すること無く収
容される。このように袋小路構造を採用することで、液晶表示装置１０の側面部分の固定
領域Ｘ１において、液晶表示パネル７０内部への埃の進入防止が可能となる。
【００２２】
　一般に、フロントカバー２０とバックカバー３０とを液晶表示パネル７０に共締め固定
する場合、取付け時に穴がずれてビスの締め付けができないことがある。しかし、フロン
トカバー２０とバックカバー３０のビス穴２３、３３をビス９０の直径より多少大きく設
定し、且つ、仮固定用爪２４及び爪係止凹部３４を設け仮固定可能とすることにより、ビ
ス９０の固定において位置ずれが発生することなく固定することができる。
【００２３】
　＜第２の実施形態＞
　図２は本実施形態に係る液晶表示装置１１０の概略構造を示す断面図であり、特に、液
晶表示装置１１０の側面部分における液晶表示パネル１７０、フロントカバー１２０及び
バックカバー１３０の固定構造に着目して示した図である。
【００２４】
　液晶表示装置１１０は、第１の実施形態と同様に、パネル外枠シャーシ１５０と背面シ
ャーシ１６０及びそれら内部に収容し一部側面に露出するパネルカバー１４０とを備える
。
【００２５】
　パネルカバー１４０はパネルカバー本体４１と埃進入防止部１４２とを備える。埃進入
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防止部１４２は外側に向けてビス収容凹部１４３を形成している。
【００２６】
　具体的には、液晶表示装置１０の側面部分の固定領域Ｘ２に示すように、外側から内部
側に向かって、バックカバー側面１３２、フロントカバー側面１２２及びシャーシ側面部
１５２が重なってビス１９０によって固定されている。つまり、第１の実施形態とは、フ
ロントカバー１２０とバックカバー１３０とが側面において重なる順番が異なっている。
【００２７】
　より具体的には、フロントカバー側面１２２、バックカバー側面１３２及びシャーシ側
面部１５２には、それぞれ、ビス穴１２３、１３３、１５３が形成されている。なお、バ
ックカバー１３０のビス穴１３３とフロントカバー１２０のビス穴１２３は、単なる貫通
穴であってビス１９０の直径より若干大きく形成されている。一方、パネル外枠シャーシ
１５０のビス穴１５３は螺刻されており、ビス１９０が螺着するようになっている。
【００２８】
　そして、フロントカバー側面１２２、バックカバー側面１３２及びシャーシ側面部１５
２を所定に重ねると、ビス穴１２３、１３３、１５３が一致し、ビス１９０を螺挿し固定
することができる。
【００２９】
　このとき、フロントカバー１２０とバックカバー１３０との位置合わせを適切に行うた
めに、ビス穴１２３、１３３の側に凹凸嵌合構造が設けられている。つまり、バックカバ
ー側面１３２には外側に向かって凸状（球状）のバックカバー押付用凸部１３４が形成さ
れている。また、そのバックカバー押付用凸部１３４と嵌合する構造として、フロントカ
バー側面１２２の内面側に凹状の内壁側凹部１２４が形成されている。
【００３０】
　また、シャーシ側面部５２においてビス９０が螺挿されるビス穴５３の周囲は、内部側
に凸状になった円筒形状が形成されており、適切な螺挿が可能となっている。
【００３１】
　そして、ビス１９０において、シャーシ側面部１５２の周囲が円筒形状のビス穴１５３
から露出している先端部分がビス収容凹部１４３に収容されるようになっている。また、
本実施形態では、ビス９０の頭をフロントカバー側面１２２より出ないようにするために
ビス頭収容凹部１２８が形成されている。
【００３２】
　一般に、フロントカバー２０とバックカバー３０とを液晶表示パネル７０に共締め固定
する場合、取付け時に穴がずれてビスの締め付けができないことがある。しかし、フロン
トカバー２０とバックカバー３０のビス穴２３、３３をビス９０の直径より多少大きく設
定し、且つ、仮固定用爪２４及び爪係止凹部３４を設け仮固定可能とすることにより、ビ
ス９０の固定において位置ずれが発生することなく固定することができる。
【００３３】
　さらに、フロントカバー１２０及びバックカバー１３０の共締め用穴であるビス穴１２
３、１３３はビス１９０が貫通するようの所定のクリアランスをもたせている。しかし、
液晶表示パネル１７０のフロントカバー１２０への押し付けが不十分となり、液晶表示パ
ネル１７０とフロントカバー１２０との間に隙間が生じてしまうことがある。
【００３４】
　そこで本実施形態では、バックカバー１３０にパネル抑え用リブ１３８が設けられてい
る。ここでは、バックカバー平面部１３１とバックカバー側面１３２とのコーナー部分の
複数箇所に設けられている（図示では１カ所のみ例示している）。パネル抑え用リブ１３
８が背面シャーシ１６０を押すように作用する。
【００３５】
　このように、バックカバー１３０に突起（パネル抑え用リブ１３８）を設けることによ
って、パネル抑え用リブ１３８が液晶表示パネル１７０を押す力が生じ、その結果、液晶
表示パネル１７０とフロントカバー１２０との間に隙間が生じることを防止できる。
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【００３６】
　＜第３の実施形態＞
　図３は本実施形態に係る液晶表示装置２１０の概略構造を示す断面図であり、特に、液
晶表示装置２１０の側面部分における液晶表示パネル２７０、フロントカバー２２０及び
バックカバー２３０の固定構造に着目して示した図である。
【００３７】
　本実施形態では、フロントカバー２２０とバックカバー２３０とを液晶表示パネル２７
０には固定せずに、フロントカバー２２０とバックカバー２３０とがパネル側面側におい
て相互に固定される。
【００３８】
　図示のように、液晶表示パネル２７０は、前面及び側面側のシャーシであるパネル外枠
シャーシ２５０と、背面側のシャーシである背面シャーシ２６０とを備えている。パネル
外枠シャーシ２５０は、前面を周囲を覆うシャーシ前面部２５１と、それと一体に形成さ
れ側面を覆うシャーシ側面部２５２とから構成されている。ここでは、背面シャーシ２６
０は側面側部分にも一部形成されている。この部分は、パネル外枠シャーシ２５０のシャ
ーシ側面部２５２と同一面となっており、共通してフロントカバー側面２２２の内壁面に
当接している。
【００３９】
　このような構造の場合、液晶表示パネル２７０が固定できないことがある。そこでカバ
ー側から液晶表示パネル２７０を押さえ固定するためのパネル抑え用リブ２３８を設け、
パネル抑え用リブ２３８で液晶表示パネル２７０（背面シャーシ２６０）を押さえた状態
で、フロントカバー２２０とバックカバー２３０とがパネル側面側より固定される。
【００４０】
　ビス２９０によりフロントカバー２２０とバックカバー２３０との固定は、背面近傍で
あってパネル抑え用リブ２３８が設けられる領域付近でなされている。つまり、背面近く
の側面において、フロントカバー側面２２２及びバックカバー側面２３２には螺刻された
ビス穴２２３、２３３が設けられており、ビス１９０によってフロントカバー側面２２２
及びバックカバー側面２３２が固定される。
【００４１】
　以上、本実施形態によると、フロントカバー２２０のフロントカバー平面部２２１を狭
額縁化したばあいであっても、適切にフロントカバー２２０とバックカバー２３０とを固
定し液晶表示パネル２７０を収容することができる。また、パネル抑え用リブ２３８によ
って液晶表示パネル２７０をフロントカバー２２０のフロントカバー平面部２２１に押し
つけることができるため、液晶表示パネル２７０とフロントカバー平面部２２１との間に
不適切に隙間ができてしまうことを防止できる。
【００４２】
　＜第４の実施形態＞
　図４は本実施形態に係る液晶表示装置１１０ａの概略構造を示す断面図であり、特に、
液晶表示装置１１０ａの側面部分における液晶表示パネル１７０、フロントカバー１２０
及びバックカバー１３０の固定構造に着目して示した図である。
【００４３】
　本実施形態は第２の実施形態の変形例であって、第２の実施形態と異なる点は、内壁側
凹部１２４の代わりに内壁側凹凸部１２４ａを設け、バックカバー押付用凸部１３４の代
わりにバックカバー側凹凸部１３４ａを設けた点にある。
【００４４】
　より具体的には、図示のように、バックカバー側面１３２の外側部分に、バックカバー
押付用凸部１３４の代わりに断面三角形状（鋸波形状）のバックカバー側凹凸部１３４ａ
が形成されている。また、フロントカバー側面１２２の内壁面には、内壁側凹部１２４の
代わりに断面三角形状（鋸波形状）の内壁側凹凸部１２４ａが形成されている。この内壁
側凹凸部１２４ａとバックカバー側凹凸部１３４ａとが噛み合うことで、位置ズレが防止
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される。
【００４５】
　以上、本発明を実施形態をもとに説明した。この実施形態は例示であり、それらの各構
成要素の組み合わせ等にいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の
範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【符号の説明】
【００４６】
１０、１１０、１１０ａ、２１０　液晶表示装置
２０、１２０、２２０　フロントカバー
２１、１２１、２２１　フロントカバー平面部
２２、３２、１２２、２２２　フロントカバー側面
２３、３３、５３、１２３、１３３、１５３、２２３、２３３　ビス穴
３０、１３０、２３０　バックカバー
３１、１３１、２３１　バックカバー平面部
３２、１３２、２３２　バックカバー側面
２４　仮固定用爪
３４　爪係止凹部
４０、１４０　パネルカバー
４１、１４１　パネルカバー本体
４２、１４２　埃進入防止部
４３、１４３　ビス収容凹部
５０、１５０、２５０　パネル外枠シャーシ
５１、１５１、２５１　シャーシ前面部
５２、１５２、２５２　シャーシ側面部
６０、１６０、２６０　背面シャーシ
７０、１７０、２７０　液晶表示パネル
９０、１９０、２９０　ビス
１２４　内壁側凹部
１２４ａ　内壁側凹凸部
１２８、２２８　ビス頭収容凹部
１３４　バックカバー押付用凸部
１３４ａ　バックカバー側凹凸部
１３８、２３８　パネル抑え用リブ
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